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国保老人保健係からのお知らせ 
◆問い合わせ先◆ 

町民課国保老人保健係丁Eし84-2111(内線171･1了2) 

ー老人保健Iこかかる手続きiこついて-

老人保健で医療を受ける人は､昭和7年9月30日以前に生まれた人と､ 65歳以上で｣定の障害のある人です｡

昭和7年10月1日以降に生まれた人は. 75歳になるまでは引き続き現在加入している医療保険で医療を受け､
75歳になると老人保健で医療を受けます｡これは.国民健康保険,職場の健康保険などの加入者やその被保険

者全てに適応されます｡

次のような場合は.すみやかに町民課国保老人保健係へ届け出てください.

襲襲撃三二三二董
了5歳に達したとき

-定の障害にある人が65歳

資　格　取　得　　になったとき

転入したとき

資　格　喪　失

資　格　変　更

交通事故などの
第三者による事故

死亡したとき

転出するとき

保険証が変わったとき

町内転居したとき

交通事故などで老人医療を
使うとき
(どんな事故かまず連絡を)

印鑑,健康保険証

印鑑､健康保険証へ　障害者年金証書
または身体障害者手帳など

印鑑､健康保険証､障害者年金証書
または身体障害者手帳など
転出した市区町村から交付される負担区分証明書

印鑑へ　老人医療受給者証

印鑑､健康保険証

印鑑､老人医療受給者証

印鑑､健康保険証､老人医療受給者証､
事故証明書(交通事故の場合)

- 8目から負担割台が変更tこなる方がいます-

老人医療保健の自己負担割合(1剖又は3割)の判定は,前年の所得額が確定する毎年7月に行います｡負

担割合の変更がある方については.町から7月中旬頃にお知らせしますのt.新しい老人医療受給者証交付の

手続きをお願いします｡

◆手続きに必要なもの◆　老人医療受給考証･印鑑

老人保健Q a A (よくある貿闇から)

Q l　老人医療受給者証の有効期限はいつまでですか?

A ｢有効期限はありません｡原則として今お持ちの物をお使いいただくようになります｡

Q2　医療受給者証をなくしてしまったときは?

A2　役場の窓口で再交付の申請をしていただければ　新しい受給者証を再交付します｡身分のわかるも

の(保険証など)と印鑑をお待ちのうえ国保老人保健係窓口までお越しください｡申請は代理の方で

も大丈夫です｡代理の方の身分証も合わせてお持ちください｡

Q3　入院して.支払った金額が10万近くかかりました｡これは戻ってきますか?

A 3　高額医療費の制度がありますが,入院の際の医療費についてはご本人の負担割合によって上限が決

まっています｡それについては高額医療費算定の対象となりますが､それ以外の部分(入院時の食事

負担､差額ベッド代､文書料など)はご本人負担となりますのでご了承ください｡
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ー入院時限度額通常･際塗色捏頴減額認定申請Iこついて-

老人保健や国民健康保険には,医療費(老人保健) .入院時食事代の自己負担限度額が減額になる制度があ
ります｡該当するには要件があり,適用を受けるためには申請が必要になります｡申請して認められると､そ
の月の初日から適用になり､有効期限は7月31日までとなります｡すでに｢限度額適用･標準負担額減額認定

証｣の交付を受けている方は､ 7月中に更新手続きが必要です｡忘れずに申請してください｡

該当する方とは

●住民基本台帳の同-世帯全員が住民税非課税であること(低所得Ⅱ)
●住民基本台帳の同-世帯全員が住民税非課税で､かつ世帯全員の所得が｢0円｣である世帯に属する､又は

老齢福祉年金受給者の老人医療受給者(低所得工)
●手続きに必要なもの:医療受給考証･健康保険証･印鑑
※他市区町村から転入されてきた方は｢所得証明書(または住民税非課税証明書)｣

このような減額が受けられます

輔徳国紛

現役並所得者※1

』_E壇盈置整置緒欝I　離晒◎館飾飾庭卵
80, 100円+(医療費葛26了,000円)× 1 %

多数該当※2　44,400円

般　　　　　　　　44, 400円

低所得者　Ⅱ　　　　　　　　　24,600円

低所得者I　　　　　　　　15,000円

260円

90日までの入院　　　　　　　　　　　210円

過去12カ月以内で90日を超える入院160円

100円

※ ｢現役並み所得者とは､同一世帯に現役並み所得以上(課税所得が145万円以上)の了0歳以上の方又は老

人保健対象者がいる方です｡ただし､了0歳以上の方及び老人保健対象者の収入の合計か　-定額未満(単
身世帯の場合は,年収383万円未満｡二人以上の世帯の場合は年収520万円未満｡)の方は.上記窓口に届
け出て認められれば1剖負担となります｡

※2　多数該当とは,過去12ヵ月間に､高額療養費の支給が4回以上あった場合､ 4回目以降の限度額です｡

●手続きに必要なもの:国民健康保険被保険者証･印鑑
※他市区町村から転入されてきた方は｢所得証明書(または住民税非課税証明書)｣

このような減額が受けられます
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上位所得者※1

般

150, 000円十(医療費-500,000円) × 1 %

多数該当※2　83,400円

80,100円十(医療費-267,000円)× 1 %

多数該当※2　44,400円

住民税非課税世帯等　　　35, 400円多数該当※2　24, 600円

熱臨堕_�ｾ�j�ﾊ褫j6ﾈ唸x�.ｵ�ｻﾐ

260円

90日までの入院　　　　　　　　　　　210円

過去12カ月以内で90日を超える入院160円

※ 1上位所得者とは,国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える
世帯のことです｡なお､所得の申告がない場合も上位所得者とみなされますのでご注意ください｡

※2　多数該当とは､過去12ヵ月間に､高額療養費の支給が4回以上あった場合､ 4回目以降の限度額です｡

計算例【-股の世帯(3割負担)の場合】
○入院時の医療費100万円がかかった場合　自己負担分は30万円

医療費に対する限度額は80, 100円ですが,医療費(100万円)が267,000円を超えているので,超えた分
の1 %を加算するので(100万円-267,000円) × 1 %二7,330円

80, 100円十7,330円二87,430円　　　　87,430円になります｡

限度額適用認定証を提示すれば､窓口負担額は限度額の87, 430円になります｡
30万円-87, 430円二212, 570円は国保が負担します｡
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~~〔輔囲据垂範墓謹営 

襲`-･◆問い合わせ先◆m民課障害福祉係TE184-2111(内線1+. 

精神または身体Iこ障害のある20歳未満の児童を家庭Iこおいて監護している父､もしくは母(いずれか所得の

多い方)､または父母iこ代わってその児童を養育している方が手当を受けることかできます｡

◆手当の額(児童1人につき)　･ 1級　月額50.750円　･ 2級　月額33.800円

◆手当を受けるための手続きについて

県知事の認定を受けることにより､手当が支給されます｡

【添付する書類】

1)請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)と住民票謄本

2)所定の診断書(用紙は町民課にあります｡)

※ただし､次の場合には診断書の添付を省略することが出来る場合がありますので窓口でご確認下さい｡
･療育手帳の判定が(④ ･A)である場合

･身体障害者手帳(内部障害を除く)の等級がl I 2 ･ 3級(下肢障害については4級の-部を含む)

である場合

3)その他必要な書類

※手当は口座振込みが原則です｡郵便貯金通帳(必ず請求者本人の口座名義のものをお挿ちください｡)

◆手当を受けている方の届出について

受給者の方(支給停止となっている方t)含む)は.毎年8月11 El_型_ら9月10

日までの間に所得吠逸見を提出してください｡この届出により8月分以降の手

所得状況届　　当ての支給の可否が決定されます｡なお､ 2年間提出しないと,受給資格がな
くなることがあります｡ ※なお､ 8月に入りましたら受給者あてに所得状況届

用紙を送付します｡

障害状況届

額改定請求書

児童の障害認定にあたっては､期間(有期)が設けられています｡期間満了の

月までに診断書等必要な書類を添付のうえ提出してください｡なお､この届出

が期間内に提出されないと,期間満了の翌月より手当ての支給が停止となる場

合があります｡

対象の児童数が増加した場合､ ±たは.障害の程度が重くなったために手当等

級が上がる可能性がでてきた場合｡

音

忘れずほ提出
しましょう!

醍芭鶴巻謹蛍現
◆問い合わせ先◆　町民課児童扶糞手当係　丁Eし84 -21 1 1 (内線1 81)

児童扶養手当を受けている方は､現況届を8月31日までIこ役場町民課へ提出して下さい｡ (支給停止の

方も含みます｡) 8月分以降の手当を引き続き受給できるかどうか確認するもので､提出がないへ　あるい

は不備の場合は､ 8月分以降の手当が差し止められますのてこ注意ください｡

現況届用紙は8月上旬に送付されます｡

(平成19年7月以降に申請された方は,届出の必要はありません｡)
へ児童扶養手当とは-

さまざまな理由により父親と生活をしていない18歳未満の児童を養育している方に支給されます｡

◎受給資格があっても請求しない限り支給されません｡

◎養育している方の所得などによって支給されない場合もあります｡

職194努綾嘉|



介護保険Q&A◆蕗龍係TEL8fu-ffi2｡13.1｡14, 
介護保険は,毎年8月に介護保険料の本算定が行われ,65歳以上の皆様に納付書及び通知書をお送 

りしています｡ 

今回は,被保険者の方からお固い合せいただくことの多い質問の-部をQ&A方式でお知らせしま 

すので､ご参考にしてください｡ 

Q 1 65歳になりました｡介護保険料は年金から引かれるはずなのに納付書が送られてくるのはなぜ?

A l　社会保険庁との事務連絡上,年金より天引き可能な種類.金額の年金受給者であれば65歳になられて

からおおむね6へ8カ月後に年金天引きが開始されます｡

Q 2　年金から天引きされていたのにへ納付書が送られてきたのはなぜ?

A 2　所得の更正などにより介護保険料の段階が下がったときや､年金の支給に変動があった場合は特別徴収

から普通徴収に切り替わります｡再度特別徴収(年金天引き)に切り替わるのはおおむね6へ8カ月後に(

なり±す｡ ±た,所得の更正により保険料が増額になった場合には.増額した分の保険料は普通徴収(納

付書等)により納めていただきます｡

Q 3　所得は夫が多いのに.介護保険料月額が夫の方が少ないのはなぜ?

A 3　介護保険料は所得状況等に応じて6段階に分かれています｡所得が違っても同じ段階の範囲内であれば

同じ介護保険料になります｡仮算定(4 ･ 6 ･ 8月)と本算定(10･12･ 2月)の合計が年間の保険料額

となります｡同じ段階の保険料でも､仮算定時に少なく納付していれば本算定時に納める額は多くなりま

す｡なお仮算定時の額は.前年度の2月に徴収された保険料額と同じになり=す｡

例1)夫婦ともに第4段階(特別徴収)の場合

表書二婁ともに第4段階

臆臆臆年　額　　　37,200

夫の場合

4月　　　　　8,200

6月　　　　　8,200

8月　　　　　8.200

望月- J　　4.200

12?:- ::器

)仮算定(

)本算定(

妻の場合

4月　　　　　4,200

6月　　　　　　4.200

8_月　　　　4, 200

10月　　　　　8. 200

12月　　　　　　8. 200

2月　　　　　8,200

例2)夫:第5段階へ　婁･第4段階(ともに特別徴収)の場合

年

圭:第5段階
霜~ ~~音　　46, 500

漢音

)仮算定(

)本算定(

妻:臆第4段階

額　　　　37, 200

)

)

※介護保険料月額は.年額が同じであっても賦課履歴によって異なる場合があります｡

広一膨かわぢ
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仮算定の額が異なって
いる(月額は2月に徴(

収された額と同じ額)

本算定だけを比べると
妻の納める額が多いが､

年額は同じ

仮算定の額が異なって
いる｡(月額は2月に徴

収された額と同じ額)

本算定だけを比べると
妻の納める額が多いが､

年額は夫が多い
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ろいの良い高品質米の生産に蟄鯵罵
◆問い合わせ先◆　茨城の｢買ってもらえる米づくり｣県南地方推進協議会事務局

皿029　-　822　-　8522

上85mm以上の網目iこよる逼正調型を!
1･85朋肌以上の綱目で調製することで､粒ぞろいが反撃なりや整拉歩合が向上して､品質の高い米

に仕上げることができます｡　　　　　　　二本`

なお､茨躁産米｡各種情報に訓て,I. r茨喋産米ホ-ムペ-ジ｣ ,韓蒜裁てお,ほす｡でご覧くださ, ¥
I

http･//www. p｢ef I ba｢akI. J P/-buk-yOk抄ur諒a-n.;f6葦i'`軍-∴-

､ , dr二墓主事-i:二子｣鍵-.費.了読了
真寒害田

･ ･モ〃"

-ナ.ィ
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本県産米と他県産米との品質比較(18年産コシヒカリ)

茨城　　　　新潟　　　　栃木　　　　千葉　　　　長野　　　　福島

粒の重さ(千粒重g)　　　20.8　　　　2工9　　　　21.3　　　　21 3　　　　22.0　　　　22.1

小さい粒の割合(%) ※　　11.2　　　　3.3　　　　9.9　　　　9.2　　　　3.8　　　　3 8

※粒厚1. 9mm未満の粒の重量割合

さらiこ. i･9mm以上の網目で調襲され短　　　　　音

コシヒカリは対し河内町では今年度も助成いたします!

器等謹藷認諾:I,mL蒜:?器祭票f窒諾
01.9ミリグレ-ダ葛出荷補助金　1俵あたり　1等米2, 000円　　2等米1,000円

01.9ミリグレ-ダ-網交換補助金　定額10,000円(新規に限る)

交イ驚塁,,5鷲E滑化対策､稲作所得確保対策lこ加入している撲者であること

: T器:321蓑g
･ 1. 9ミリグレ-ダ-網の適正使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音

･集荷業者との出荷契約

∴三言Je…eL.- :§芸ffil三三二T[誓4ffi-三二,A,し二三fl�ﾃsTﾃF�5�,Y+)�ｸ+X�捶/�+x.�+�,`

職1碕努絃需I!
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｢おかずのいらないかわちのお米｣と｢とねのめぐみ｣を生産する河内町農家に対する

声を集計しました｡
日本人の主食の米に｢安全｣と｢安心｣を望み､その生産する農家に強い感謝の声を頂き

ました｡

応募数は､全国から4,757通(下記表)の応募がありました｡

平成19年度第1回目経済課特産物PR本部の資料から選び､今回もアンケ-ト集を作成しました｡

アンケ-トは､�t�袷ｨ+�Zｨ*�,H�ﾇh+X-ﾈ+X+ﾚ�

① ｢河内の農家に｣言｣

② ｢おかずのいらないかわちのお米｣に対する声

③ ｢とねのめぐみ｣に対する声

①②③のアンケ葛トを下記抜粋しました｡

①河内町農家は､日本の国の原動力になって下さい｡安全な米お願いします｡

②誰でも食べられるようにして下さい｡ PRをもっと考えてください｡

③利根川の自然の恵みで美味しいお米お願いします｡

このほかにもたくさんのご意見をいただきました｡アンケ-ト集は､以下の窓口に用意しておりますので､

ご自由にお持ち帰りください｡

1.役　場　　　2.経済課　　　　3.中央公民館　4.つつみ会館

5.河内郵便局　6.金江津郵便局　7.生板郵便局

地域別応募状況
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蘇 � 哇HﾌXxi:囲ｨx��
◆問合せ先◆

河内町長等3689-1

河内町教育委員会事務局生潅学習G

曾0297-84-2843 (中央公民飴内)

自己の充実･啓発や生活の向上のために､自発的に自分にあった方法で生涯を
通じて行う学習･ ･ ･それが『生涯学習』です｡

『生涯楽習のとびら』では,定期的に生涯学習に関する情報(案内や結果など)

を提供､お知らせしていきます｡

『活動ボランティア募集』へあなた綜誤差書へ- 

/i /●i 

小学校の子どもたちに様々な体験活動を行う｢かわちチャレンジスク-ル｣では,子とも 

たちと-緒に遊んだり,活動を見守ったり,自分の得意な事を教えたり､運営のお手伝い 

をしてくれる方を募集しています｡ 

特別な資格は､必要ありません!年齢も問いません! 

都合の良いときに､できる範囲でかまいません｡ 

たくさんの方のご協力をお待ちしています｡ 

◆実施日◆放課後･週末他 

(詳細はお問い合わせ下さい) ◆主な内容◆コマまわしやめん二などの｢あ臣~~ の｢工作｣や､ドッジボ-ル･ 長なわとびなどの｢運動｣まで､｣ 幅広い活動を予定しています｡ 

1罪因霞岳愚案1｡｣ 

河内町教育委員会事務局生涯学習グル-プ(中央公民館内)丁Eし84-2843かわちチャレンジスク-ル担当まで 

〔参考〕文部科学省｢子どもの居場所づくり｣ホ-ムぺ-ジ(h=p://w肌言basyo.com/index.ht爪I) 

広●妙かわち
減I,O年7ノブ(1o｣6'0)



家庭教育学級合同開級式

日時　平成19年6月17日(日) 10:00一

会場　河内町中央公民館　大会議室

講師　鈴木　桂子　先生

(カウンセラ〇 ･前つくば市教育委員)

対象　河内町家庭教育学級学級生

参加　94名

内容　講演｢家庭教育学級とは｣

｢子育ては｣人でするものではなく,良い仲間作りをしていくことが大切｣また､ ｢子供にとって-番の

モデルは親である｣など　子供には家庭教育が非常に大切であるという事を教えていただきました｡家庭教

育学級を､ ｢仲間作りの場｣としてぜひ活用していただければと思います｡

家庭教育とは･･親が子どもに対して行う教育のことです｡

子どもが基本的な生活習慣･生活能力,他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的

倫理観､社会的マナ-など身につける上で家庭教育は重要な役割を担うのです｡

茨城県青少年のための環境整備条例と規則を改正しました
(平成19年7月1日施行)

◆県では､明日の茨城を担う青少年の健やかな成長を願いへ｢茨城県青少年のための環境整備条例｣及び

｢茨城県青少年のための環境整備条例施行規則｣により良好な社会環境づくりに努めています｡

このたび､情報化や深夜営業店舗の増加などに対応し､条例と規則の-部を改正しました｡

◆改正の概要

◇青少年のインタ-ネット利用環境の整備について規定しました｡

･学校やインタ-ネットカフェなどが,インタ-ネットが利用できるパソコンなどを青少年に利用させる

場合は､フィルタリングソフト(※)などを使って､青少年iこ有害情報(※)を閲覧･視聴させないように

しなければなりません｡

･家電品販売店や携帯電話販売店などのパソコン･携帯電話の販売者やプロバイダ-は､フィルタリング

ソフトなどiこついて説明するよう努めなければなりません｡

･保護者は､フィルタリングソフトなどを使って,青少年Iこ有害情報を閲覧･視聴させないよう努めなけ

ればなりません｡

※フィルタリングソフト:有害なホ-ムぺ-ジを子どもに見せないようにするためのソフトウエア

有害情報:著しく性的感晴を刺激し､また粗暴性､残虐性を助長し､犯罪や自殺を誘発したり､青少年

の心身の健康を害する情報など

◇罰則を強化しました｡

･青少年に対する不純な性行為　-　2年以下の懲役又は1 0 〇万円以下の罰金

･保護者が認めていない青少年の深夜連れ出し　こ　3 0万円以下の罰金

･青少年の深夜のカラオケポソクス･漫画喫茶･インタ-ネットカフェ入場二営業者に3 0方円以下の罰金

･さらに､条例に達反した場合､青少年の年幹を知らなかったことを被疑者が立証しなければならなくなりました｡

国孝--,欝,?第,7 (､｡｣6,0,

●

●



町民の快適な健康づくりの推進を目指して

躍壁置冴��ﾆi$ぺ股ﾘ���
ー歯磨きの習慣ついてますか?-

6月4日の虫歯の日にちなんで､河内町では､各保育所､幼椎園Iこ出向き､翁歴き指導を行いました｡

まず始めに,歯科衛生士の西牟田先生から､人気のキャラクタ-を使った紙芝居で歯磨きの大切さに

ついてのお話があり､その後実際i二日分の酋ブラシを使って､撞き方の指導､染め出し(歯に赤い液

体を塗ると汚れが残っている部分が赤く残る)を行いました｡しやがしやがと磨く音が響き､どの子

も真剣iこ取り組んでいました｡ 6歳くらいになると､奥歯iこも永久結(生える時期にちなんで､ 6歳

臼歯といわれています)が生えてきます｡年長さんの中には､すでに生えている子もいました｡この

歯は一生使う歯で､鴫5d=力も強い大切な歯ですo　しかし､磨きにくい所にあり､ ±えてくるのにも時

間がかかるため大変虫歯になりやすい歯なのです｡この瞳は､特に意識してよく磨いてください｡

歯磨き指導をきっかiナとして､親子で歯について話したり､ -緒に歯磨きをしたりし､翁磨きの習

慣を身i三着iナて欲しいと思いました｡

夏は砂糖を摂りすぎる!?
暑くなってくると､冷たい物がおいしくなりますね｡炭酸ジュ-ス､缶コ-ヒ〇､アイスクリ-A

などなど｡今の時代､ 1歳6カ月児健診で､市販の炭酸ジュ-スを飲んでいる子がいることも珍しく

ありません｡

しかし､普段飲んでいる飲み物やお菓子には,思っている以上の砂糖が入っています｡砂梅の取り

すぎは､虫歯の原因になるだけでなくへ肥満､高脂血症,動脈硬化､括尿病などの生活習慣病の原因

にもなります｡

子供だと､落ち着きが無い､我慢が出来ないなど､精神面にも影響が出るといわれています｡子供

は体か｣lさいのですから､大人と同じように砂糖を摂っていたら､悪い影響が出やすいと思われます｡
一方で,疲れたときに甘い物が欲しくなることがあるように､砂糖には心を落ち着かせたり癒した

りする効果もあります｡甘味は､体にとって大切な物でもあるわiナです｡

すべてためということではなく､摂り過ぎは体によくないことを知った上で､適量を摂るように心

がIナましよう.水代わりに=Jユ-スを飲djことはやめましょう.小さなお子さんの場合は､だらだら

食べず時間と量を決めて与えることが大切です｡

おやつに含まれる砂糖の量

自　白　国　司　-..禽
炭酸飲料500m I A.n/上市●トルの=J']-ス　缶コーヒー　　幼児100%果汁　　乳酸菌飲料　　　7リン

(50-53g)　500m I (44g)　(12g)　　(ll-12.4g)　　(log)　　(14.4g)

(､､手¥

アメ2個(7.2g) 7イス7'J-A(21.6g) mテラー切100g (37g)

回国

スティックシユガ-1本3gとして何本

分になるでしょう?

3歳児に必要な砂指の量は1日15gです｡

職〃為㌢盤嘉B



これからの季節.よく耳にする熱中症｡熱中症とは､外の暑さによって引き起こされるさまざまな体の不調

のことで,日射病や熱射病の総称です｡作業中に倒れたり､子供を車内に残したままにしてしまい重症になる

事件など　毎年のように二ュ-スに上ってくるので聞いたことはあるのではないかと思います｡時には,生命

の危険を伴うものです｡

･熱中症が起こりやすい要因

◎梅雨時や夏など日差しが強く､気温がぐんぐん上がる時期(室内でも起こります)

◎気温が高くなくても湿度が高いとき

◎アスファルトやコンクリ-トへ　砂地の上にいるとき

◎ ｢久しぶりに暑いところで作業した｣というような人｡以前熱中症にかかったことのある人｡

･熱中症の症状と対処法

軽度蒜L芝.<誓言u<ffi5adr､陳涼し<し､水分と塩分の補給(冷たい水のほうが体温を下げるので細め)

中　度

重　症

頭痛へ吐き気､嘔吐､だるさ,涼しいとこう(出来ればク-ラ-のきいた部屋) i乙種勤し､足を高

集中力低下へ血圧低下　　<上げ休屯｡水分.塩分の補給

意識がない､体温上昇､まっすく　すくに救急車を要請する｡涼しい所に避難し､扇風機や団扇で厨を送る｡氷枕のような物を

歩けない､ひきつけを起こす　　　首やわざの下に乱lて冷やす｡ (この場合,できるだけ早く体温を下げることが重要です｡)

園田

･何よりも大切な予防

体調管理:寝不足や下痢をしていないか?熱帯夜などで寝不足になっていることもあるのでこのような時は､

炎天下でのスボ-ツや外出は休んだほうが無難です｡

水分補給:讐認諾諜::o+?誓崇三器三業霊器器蒜塁塁oo (

スポ-ツドリンクもよいでしょう｡

服　　装:通気性のよい素材､色は熱を吸収しにくい白がお勧めです｡帽子や日傘なども有効です｡

･子どもの熱中症の予防

◎外出は午前中や､夕方などの涼しい時間帯にしましょう｡

◎ベビ-カ-はへ　地表からの熱を受けやすく大人の感じる温度より､ 3へ4度高くなりますので､相当暑い状

態です｡

◎とにかくマメに水分を補給する｡

◎脱水症状の兆候
･唇が乾いている･おしっこが少ない･涙がでない

.意識がもうろうとしているようなときは.自力で水分補給が出来ないので､直ちに病院に行ってください.

(状況に応じて点滴などの処置を行うと思われます｡)

★子どもは､楽しいことがあると夢中になってしまいますので､周りの大人が注意してみていてあげましょう｡

大人も自分で気をつけるのはもちろんのこと,周囲の人間同士で気遣いあうことが､何より大切です｡しっ

かり予防して､楽しく夏を乗り越えていきましょう｡

広●躯かわら
平成19牢7ノブ(1o｣6の



鋤�貭v` j霞a-曇多'錫
ー河内町木造住宅耐震診断士派遣事業-

◆問い合わせ先◆　都市整備課　都市計画係　丁Eし84-292 1
HP http://w皿tow∩. iba｢aki-kawach上Ig. ｣P/

河内町では　大地震による家屋倒壊被害から町民の皆様の生命.財産を守るため,皆様にご自宅の耐震

性を確認していただいて,地震に対する備えの参考にしてもらうため, ｢河内町木造住宅耐震診断士派遣

事業｣を実施します｡

この耐震診断は　診断士が目視による簡易な調査による情報をもとに,建築物が持つ耐震性能を評価し,

耐震補強が必要かどうかを判定するものです｡

【診断建築物】

次の各号にあげる要件をすべて満たすもの｡

①河内町に存する住宅で　所有者(所有権利者含む)自ら居住している木造住宅であること｡

②昭和56年5月31日以前の建築基準法に基づく耐震基準で建築された木造住宅であること｡



ふるさとかわち親善大使に選ばれた大野香住さん､上武真理子さん､

福田絵里子さん,木村真理絵さん,小島祐香さん(写真左から)

柔蓮もC a.しこ'6の葵=',京を
一第∃回矢野瞳曝

帖I承れ重　商じさしl柔達大書-

6月3日､河内町の矢野道場　田仲塾(館長

矢野剛氏)主催による｢第3回心ふれ愛あじさい

柔道大会｣が農業者トレ-二ングセンタ-を会

場に開催されました｡当日は.龍ヶ崎市,成田

市など県内外から16チ-ム2｣1名が集い日ごろの

練習の成果を競い合いました｡

この大会は､単に技を競い合うというだけで

なく,高齢者や障害のある方々を招待し,選手

とのふれあいを通して青少年に社会福祉の心を

育てるということを趣旨としており､柔道を通

して豊かなこころを育もうという青少年育成の
｣役を担っています｡

また,この大会を通じて集まった募金11,800

円が河内町社会福祉協議会内の地域活動支援セ

ンタ-ひかりに寄付されました｡

◆連絡先　代表　田仲　茂明　　丁帆86-3504

hl巾://酬Ⅴ. ge｡C= ies. jp/)▼anOdoujou/

/4'轍かわぢ
I/雄IJ/仰7ノブ(¥o 16'0)題
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7
月
1
日
､
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
-
多
目
的
ホ
ー

ル
に
お
い
て
､
｢
ふ
る
さ
と
か
わ
ち
親
善
大
使
｣
　
コ
ン
テ

ス
ト
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
｡

｢
ふ
る
さ
と
か
わ
ち
親
善
大
使
｣
　
は
､
今
ま
で
の
ミ
ス

か
わ
ち
か
ら
名
称
を
変
え
､
町
の
産
業
･
文
化
を
町
内

外
や
県
外
に
幅
広
く
P
R
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
募
集

し
た
も
の
で
す
｡

｢
ふ
る
さ
と
か
わ
ち
親
善
大
使
｣
　
に
選
ば
れ
た
方
に
は
､

こ
れ
か
ら
2
年
間
､
町
内
外
で
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し

て
い
た
だ
き
河
内
町
の
魅
力
を
p
R
し
て
い
た
だ
き
ま

す
｡

河
内
町
が

紹
介
さ
れ
ま
し
た

6
月
_
 
3
日
､
テ
レ
ビ
東
京
の
番

組
『
ガ
レ
ッ
ジ
×
ビ
レ
ッ
ジ
』
　
の

収
録
が
河
内
町
長
竿
地
区
を
中
心

に
行
わ
れ
ま
し
た
｡

こ
の
番
組
は
､
地
元
の
人
た
ち

と
力
を
合
わ
せ
､
町
の
p
R
を
賭

け
て
　
｢
借
り
物
競
争
｣
ゲ
ー
ム
を

行
う
番
組
で
す
｡

当
日
は
､
出
演
し
た
タ
レ
ン
ト

さ
ん
た
ち
が
指
定
さ
れ
た
品
物
を

探
し
回
り
､
す
べ
て
の
品
物
を
見

事
に
制
限
時
間
内
に
集
め
ゲ
ー
ム

を
ク
リ
ア
し
､
収
録
の
最
後
に
は
､

タ
レ
ン
ト
さ
ん
出
演
に
よ
る
河
内

町
の
特
産
物
c
M
の
撮
影
が
行
わ

れ
､
河
内
町
の
p
R
を
町
外
･
県

外
に
発
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
｡

皆
さ
ま
､
ご
協
力
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
｡

こ
の
放
送
は
､
7
月
2
日
に
放

映
さ
れ
ま
し
た
｡
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◇固定資産税　2期◇

◇牛久沼土地政則朝i｣全期◇

徴収日は7月31日です

篠塚かね　20,000円

D E Cカラオケ好友会

25,000円

一社会福祉協議会へ一

皆様からお預かりした寄付

金等は､趣旨に添って大切

に使わせていただきます｡

ありがとうございました｡
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生
活

｢
優
良
運
転
者
を
表
彰
し
ま
す
｣

(
財
)
龍
ヶ
崎
地
区
交
通
安
全
協

会
と
竜
ヶ
崎
警
察
署
は
､
平
成
-
 
9

年
度
の
龍
ヶ
崎
地
区
優
良
運
転
者

を
表
彰
い
た
し
ま
す
の
で
､
次
の

条
件
に
該
当
す
る
方
は
お
申
込
み

く
だ
さ
い
｡

◆
条
　
件

･
龍
ヶ
崎
地
区
交
通
安
全
協
会
の

会
員
で
あ
る
こ
と
｡

･
自
動
車
運
転
免
許
証
を
取
得
し

て
_
0
年
以
上
の
運
転
経
験
が
あ

る
こ
と
｡

･
5
年
以
上
無
事
故
無
違
反
で
あ

る
こ
と
｡

･
今
ま
で
に
こ
の
表
彰
を
受
け
て

い
な
い
方
｡

◆
申
込
先

龍
ヶ
崎
地
区
交
通
安
全
協
会
窓
口

◆
持
参
品

運
転
免
許
証
､
印
鑑

◆
申
込
期
限

平
成
1
9
年
9
月
3
0
日

◆
問
合
せ
先

龍
ヶ
崎
市
2
5
0
5
-
2

竜
ヶ
崎
警
察
署
内

龍
ヶ
崎
地
区
交
通
安
全
協
会
事
務
局

Ⅲ

6

2

-

6

2

3

5

個
人
住
宅
ア
ス
ベ
ス
ト

除
去
対
策
融
資
制
度
の
案
内

個
人
住
宅
に
使
用
さ
れ
て
い
る

ア
ス
ベ
ス
ト
の
飛
散
防
止
に
要
す

る
費
用
に
つ
い
て
融
資
を
行
い
､

県
民
の
健
康
の
維
持
お
よ
び
居
住

環
境
の
改
善
を
図
り
ま
す
｡

◆
対
　
象

対
象
建
築
物
-
自
ら
居
住
し
､
所

有
す
る
二
戸
建
て
住
宅
､
兼
用
住

宅
ま
た
は
共
同
住
宅
の
住
宅
部
分

対
象
工
事

①
露
出
さ
れ
て
い
る
吹
付
け
ア
ス

ベ
ス
ト
ま
た
は
ア
ス
ベ
ス
ト
含

有
吹
付
材
の
除
去
工
事
な
ど

②
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
後
の
法
令
の

遵
守
を
目
的
と
し
た
代
替
工
事

③
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
工
事
な
ど
を

伴
う
調
査
･
分
析
費

◆

期

　

間

平
成
1
 
8
年
度
か
ら
平
成
2
0
年
度
ま

で
の
3
年
間

◆
応
募
資
格

融
資
条
件

融
資
限
度
額
　
5
0
0
万
円

償
還
期
間
　
1
0
年
以
内

融
資
利
率
　
2
･
0
-
2
･
3
%

(
償
還
期
間
に
よ
り
融
資
利
率

が
変
わ
り
ま
す
｡
)

◆
中
込
方
法

取
扱
金
融
機
関
を
通
し
て
､
県
に

報
告
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
｡

◆
問
合
せ
先

茨
城
県
住
宅
課

Ⅲ

o

2

9

-

3

0

1

-

4

7

5

9

Ⅲ

o

2

9

-

3

0

1

-

4

7

7

9

肝
h
こ
p
‥
¥
¥
…
.
p
｢
e
f
∴
b
a
｢
a
k
i
.

j
p
¥
b
u
k
y
e
k
u
¥
さ
す
e
k
こ
¥
○
○
c
一
a
s
s

¥
c
-
a
s
s
-
ミ

い
ば
ら
き
就
職
支
援

セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内

県
で
は
､
若
年
者
や
再
就
職
が

困
難
な
中
高
年
の
方
々
な
ど
に
対

し
､
き
め
細
か
い
就
職
支
援
サ
-

ビ
ス
を
行
う
　
｢
い
ば
ら
き
就
職
支

援
セ
ン
タ
-
｣
　
を
開
設
し
て
い
ま

す
｡

◆
サ
-
ビ
ス
内
容
(
無
料
)

･
職
業
紹
介
三
就
職
の
あ
っ
せ
ん

･
就
職
相
談
三
就
職
に
関
す
る
ア

ド
バ
イ
ス
等

･
内
職
相
談
三
内
職
紹
介
､
あ
っ

せ
ん

･
職
業
適
職
診
断
-
求
職
者
の
興

味
･
関
心
･
志
向
等
の
診
断

･
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
-

就
職
に
関
す
る
悩
み
の
相
談
等

･
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
け
ん
な
ん
-
若

者
の
仕
事
さ
が
し
の
お
手
伝
い

◆
相
談
時
間
(
平
日
)

午
前
9
時
-
正
午

午
後
1
時
-
4
時

◆
開
設
場
所
(
問
合
せ
先
)

土
浦
市
真
鍋
5
-
-
 
7
-
2
6

土
浦
合
同
庁
舎
3
F

(
い
ば
ら
き
就
職
支
援
セ
ン
タ
-

県
南
地
区
セ
ン
タ
-
)
就
職
相
談
･

職
業
紹
介
･
内
職
相
談

冊

o

2

9

･

8

2

5

-

3

4

-

0

(
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
け
ん
な
ん
)

若
者
の
仕
事
さ
が
し

皿

o

2

9

･

8

2

5

-

2

8

2

2

知
っ
て
い
ま
す
か
?

建
退
共
制
度

こ
の
制
度
は
､
建
設
現
場
で
働

く
方
々
の
た
め
に
､
｢
中
小
企
業

退
職
金
共
済
法
｣
　
と
い
う
法
律
に

よ
り
国
が
作
っ
た
退
職
金
制
度
で

す
｡

事
業
主
の
方
々
は
､
現
場
で
働

く
労
働
者
の
共
済
手
帳
に
働
い
た

日
数
に
応
じ
て
掛
け
金
と
な
る
共

済
証
紙
を
貼
り
､
そ
の
労
働
者
が

建
設
業
界
で
働
く
こ
と
を
や
め
た
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と
き
に
建
退
共
か
ら
退
職
金
を
支

払
う
と
い
う
､
い
わ
ば
業
界
全
体

で
の
退
職
金
制
度
で
す
｡

･
加
入
で
き
る
事
業
主
‥
建
設
業

を
営
む
方

･
対
象
と
な
る
労
働
者
こ
建
設
業

の
現
場
で
働
く
人

･
掛
金
‥
日
額
3
-
0
円

☆
特
長

◎
国
の
制
度
な
の
で
安
全
､
確
実
､

申
込
手
続
き
は
簡
単
で
す
｡

◎
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価
の

対
象
に
な
り
ま
す
｡

◎
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま

す
｡

◎
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り
ま

す
が
､
法
人
は
損
金
､
個
人
で

は
必
要
経
費
と
し
て
扱
わ
れ
､

税
法
上
全
額
非
課
税
と
な
り
ま

す
｡

◎
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職
金

は
企
業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ

れ
ま
す
｡

ホ
-
ム
ペ
-
ジ
に
､
退
職
金
の

試
算
･
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
請
求
等
､

建
退
共
制
度
の
知
り
た
い
情
報
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
｡
ぜ
ひ
､
ア

ク
セ
ス
し
て
ご
覧
下
さ
い
｡

Ⅲ
h
二
p
‥
¥
¥
重
量
.
k
e
つ
-
a
i
k
y
?

t
a
i
s
y
o
k
u
k
i
n
.
g
o
.
j
p
/

詳
し
い
こ
と
は
､
建
退
共
茨
城

県
支
部
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
｡

ー
り
椅
n

〒

3

-

0

-

0

0

6

2

水
戸
市
大
町
3
-
1
-
2
2

独
立
行
政
法
人
　
勤
労
者
退
職
金

共
済
機
構
　
建
退
共
茨
城
県
支
部

Ⅲ

o

2

9

･

2

2

5

-

0

0

9

5

募
集

放
送
大
学
1
 
0
月
入
学
生
募
集

放
送
大
学
で
は
､
今
年
度
の
第

2
学
期
　
(
_
 
o
月
入
学
)
　
の
学
生
を

募
集
し
て
い
ま
す
｡

放
送
大
学
は
､
テ
レ
ビ
･
ラ
ジ

オ
に
よ
る
授
業
と
面
接
授
業
を
受

け
て
単
位
を
修
得
す
る
通
信
制
の

大
学
で
､
教
養
学
部
と
大
学
院
が

あ
り
ま
す
｡

今
回
の
募
集
は
､
教
養
学
部
が
､

4
年
間
以
上
在
学
し
て
学
士
の
習

得
を
目
指
す
全
科
履
修
生
､
希
望

す
る
科
目
を
-
年
間
学
ぶ
選
科
履

修
生
､
半
年
間
　
(
1
学
期
)
　
学
ぶ

科
目
履
修
生
で
す
｡

大
学
院
は
修
士
選
科
生
(
-
年

間
)
と
修
士
科
目
生
　
(
半
年
間
)

で
す
｡
出
願
期
間
は
､
8
月
1
 
5
日

ま
で
｡
無
試
験
で
す
｡

希
望
者
に
は
募
集
要
項
(
願
書
)

を
無
料
で
お
送
り
い
た
し
ま
す
の

で
､
電
話
､
は
が
き
等
で
ご
請

求
下
さ
い
｡

◆
請
求
先

放
送
大
学
茨
城
学
習
セ
ン
タ
-

(
住
所
)
〒
3
1
0
-
0
0
5
6

水
戸
市
文
京
2
-
1
-
1

(
茨
城
大
学
内
)

皿

o

2

9

-

2

2

8

-

0

6

8

3

冊

o

2

9

-

2

2

8

-

0

6

8

5

8
0
2
0
高
齢
者
よ
い
歯
の

コ
ン
ク
ー
ル
参
加
者
募
集

◆
対
　
象

昭
和
2
年
3
月
3
 
-
日
以
前
の
生

ま
れ
で
(
8
0
歳
以
上
)
､
ご
自
分
の

歯
を
2
0
本
以
上
お
持
ち
の
方
(
治

療
さ
れ
て
い
て
も
結
構
で
す
｡
)

※
本
コ
ン
ク
-
ル
で
入
賞
歴
の
あ

る
方
の
再
応
募
は
ご
遠
慮
願
い
ま

す
｡◆

応
募
方
法

官
麹
ハ
ガ
キ
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク

ス
で
郵
便
番
号
､
住
所
､
氏
名

(
ふ
り
が
な
)
､
性
別
､
生
年
月
日
､

電
話
番
号
､
か
か
り
つ
け
の
歯
科

医
院
ま
た
は
最
寄
り
の
歯
科
医
院

を
記
入
し
､
お
申
込
み
く
だ
さ
い
｡

申
し
込
ま
れ
た
方
に
は
､

診
査
票
を
送
り
ま
す
の
で
､

医
院
　
(
会
員
の
歯
科
医
院
)

診
を
受
け
て
く
だ
さ
い
｡

な
お
､
検
診
は
茨
城
県
歯
科
医

師
会
会
員
の
歯
科
医
院
で
無
料
で

-
1

受
け
ら
れ
ま
す
｡

◆
応
募
期
限

平
成
_
 
9
年
8
月
3
 
-
日
(
金
)
　
必
着

◆
審
査
方
法

･
一
次
審
査

口
腔
診
査
(
各
歯
科
医
院
)

÷
一
次
審
査

書
類
審
査

◆
入
賞
者

最
優
秀
1
名
､
優
秀
5
名

◆

表

　

彰

平
成
1
 
9
年
1
 
0
月
2
8
日
(
日
)
　
に

開
催
す
る
　
｢
第
1
 
6
回
茨
城
県
民
歯

科
保
健
大
会
｣
　
(
茨
城
県
歯
科
医

師
会
)
　
の
席
上
で
､
表
彰
し
ま
す
｡

◆
応
募
及
び
問
合
せ
先

茨
城
県
歯
科
医
師
会
8
0
2
0
事

業
係

〒

3

1

0

-

0

9

1

1

水
戸
市
見
和
2
丁
目
2
9
2
･
-

Ⅲ

o

2

9

-

2

5

2

･

2

5

6

-

F
O
2
9
-
2
5
3
-
1
0
7
5

ご
案
内

茨
城
県
利
根
流
域
下
水
道
事
務
所

の
施
設
見
学
の
お
知
ら
せ

利
根
流
域
下
水
道
事
務
所
で
は
､

処
理
場
内
を
多
く
の
方
に
見
て
い

た
だ
い
て
､
下
水
道
に
関
す
る
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
重

点
事
項
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま

す
｡

皆
様
の
ご
家
庭
か
ら
排
水
し
た

ト
イ
レ
の
水
な
ど
が
､
処
理
場
内

で
き
れ
い
な
水
と
な
っ
て
い
く
様

子
を
直
接
ご
自
分
で
確
か
め
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
｡

夏
休
み
に
親
子
で
　
｢
水
｣
　
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
の
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
｡

◆
日
　
時

毎
週
月
曜
日
-
金
曜
日

午
前
_
 
o
時
-
午
後
4
時

◆

場

　

所

茨
城
県
利
根
流
域
下
水
道
事
務
所

(
利
根
町
布
川
三
番
割
)

◆
対
　
象

ど
な
た
で
も
見
学
で
き
ま
す
　
(
個

人
･
団
体
を
問
い
ま
せ
ん
)

※
見
学
を
希
望
さ
れ
る
方
は
､
前

日
ま
で
に
電
話
で
お
申
込
み
く
だ

さ
い
｡

※
小
学
生
以
下
の
場
合
は
必
ず
大

人
の
方
が
引
率
し
て
く
だ
さ
い
｡

※
処
理
場
内
の
業
務
の
都
合
で
見

学
日
を
変
更
し
て
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
｡

◆
問
合
せ
先

茨
城
県
利
根
流
域

下
水
道
事
務
所
庶
務
課

Ⅲ

6

8

-

3

3

0
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8月は経済産業省主唱の

電気使用安全月間です
便利で安全な電気は,生活や産菜になくてはならな
い工ネルギ-です｡しかし.使い方をまちかえると.

患ねぬ事故につながることもあります｡

駕(こ､夏は,電気iこよる事故が多く発生しているため.

8月を経済産薬害主唱の｢電気使用安全月間｣と
して.超気使用の安全運動が全国的(こ展開されてい
ます｡

そこでへ狭間東電気保安題会では.皆さまに電気を正

しく安全にお使いいただiナるよう｢5つのポイント｣
をお知らせしています｡

一蟻を安全(こ使うeつのポイント-

1,`i員を遭髄を取り付けて電気事故を防ぎましよ3｡

｢
家
族
を
支
え
る
会
｣

開
催
の
あ
知
ら
せ

家
族
の
中
に
精
神
障
害
の
子
ど

も
を
持
つ
父
母
や
兄
弟
が
集
ま
っ

て
､
毎
月
1
回
　
｢
家
族
を
支
え
る

会
｣
　
を
開
催
し
て
い
ま
す
｡

｢
家
族
を
支
え
る
会
｣
　
は
家
族

だ
け
が
参
加
で
き
る
会
で
､
既
に

5
0
回
以
上
を
数
え
､
安
心
し
て
悩

み
を
話
し
合
い
､
多
く
の
参
考
意

見
が
聞
け
る
場
で
す
｡
事
前
の
申

し
込
み
は
不
要
で
す
の
で
､
是
非

一
度
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
｡

◆
日
　
時

8
月
9
日
(
木
)

午
後
1
時
3
0
分
-
3
時
3
0
分

◆
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所

地
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福
祉
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(
龍
ヶ
崎
市
役
所
の
西
隣
)

龍
ヶ
崎
市
馴
柴
町
8
3
4
･
1

皿
6
2
-
5
-
7
6

◆
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催

籠
ケ
崎
地
方
家
族
会

◆
問
合
せ
先

Ⅲ

o

9

0

-

5

4

2

5

-

2

2

3

6

(
長
瀬
)

労
災
保
険
給
付
･
労
災
医

榛
等
の
相
談
の
ご
案
内

(
財
)
労
災
保
険
情
報
セ
ン
タ
-

(
R
-
C
)
　
で
は
､
厚
生
労
働
省

の
委
託
を
受
け
て
､
労
災
医
療
､

労
災
補
償
等
の
労
災
保
険
制
度
全

般
の
ご
相
談
を
お
受
け
し
て
お
り

ま
す
｡相

談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
い

た
し
ま
す
｡
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
｡

◆
問
合
せ
先

(
財
)
労
災
保
険
情
報
セ
ン
タ
ー
茨

城
事
務
所
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z
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①
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書
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寓

霞
ケ
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環
境
科
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セ
ン
タ
I

夏
ま
つ
り
2
0
0
7

｢
夏
休
み
　
だ
の
し
く
学
ぼ
う
水

質
浄
化
｣
を
テ
-
マ
に
､
体
験
教
室
､

ク
イ
ズ
ラ
リ
-
 
､
ス
テ
-
ジ
イ
ベ
ン

ト
な
ど
､
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
を
用
意

し
て
皆
さ
ま
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
｡

◆
期
日

8
月
2
5
日
　
(
土
)

◆
時
間

午
前
1
 
0
時
-
午
後
3
時
3
0
分

◆
場
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茨
城
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霞
ケ
浦
環
境
科
学
セ
ン
タ
-

(
土
浦
市
沖
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町
-
8
5
3
)

◆
問
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茨
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ン
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親子で諺加しまう!!河内町酒綻大作戦

日時:平成19年8月5日(日)午前8時へ(各地区協議の上実施可)

雨天の場合は､ 8月12日に延期します｡

｢太陽と水と線の美しい町づくり｣をキャッチフレ-ズに

｢平成19年度第1回河内町清掃大作戦｣を行います｡

わたしたちの町をきれいにするため皆様のご協力をお願い

いたします｡

実施場所:町内全域

処理方法:可燃･不燃ゴミをそれぞれ指定の回収袋に入れ､

各地区内ゴミ集積所に集めてください｡

延期の場合:防災無線(当日午前7時)でお知らせします｡

龍ヶ崎地方衛生組合情報公開制度の

運用状況をお知らせいたします｡

平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日ま

で)公開請求はありませんでした｡

今後とも本制度の積極的なご利用と,組合運営に対す
るご理解とご支援をいただきますようお願いいたします｡

◆問合せ先　籠ケ崎地方衛生組合　総務課　総務係
T且し64-1144

龍ヶ崎地方塵芥処理組合情報公開制度の

運用状況をお知らせいたします｡

平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日ま

で)公開請求はありませんでした｡

今後とも本制度の積極的なご利用と,組合運営に対す
るご理解とご支援をいただきますようお願いいたします｡

◆問合せ先　龍ヶ崎地方塵芥処理組合　総務課　庶務係
Tさし60-1777

g
広●敬かわぢ
平成19Z/:-7ノブ　値高60)
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借
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と
あ
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そ
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駕
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声
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定　例　相　談

心配ごと相談

日　　時　8月1日㈱午前10時一正午

場　　所　公民館第2分館
問合せ先　河内町社会福祉協議会

1宙84-2830

教育相談

日　　時　月･水･木曜日　午後1時へ5時

場　　所　教育委員会事務局

問合せ先　曾84-3322

回り84-4730

成田空港に関する相談

日　　時　月一金曜日　午前9時一午後4時

場　　所　㈱ふるさとかわち事務所2階
(河内町長竿1 88)

問合せ先　茨城地域相談センター
曾84-5017

交通事故相談

日　　時　月一金曜日

午前9時一正午午後1時へ4時30分
弁護士相談　水曜日

午後1博一4時(要予約)

場　　所　土浦合同庁舎　本庁舎3F
問合せ先　県南地方交通事故相談所

曾029葛823-1 1 23

交通事故発生状況
町内の交通事故6月発生状況

(前月比) (累計)

発生件数(人身事故)　2件(-2) (26)

死者数　　　　　0人(±0) (0)

負傷者数　　　　　2人(-4) (38)

竜ヶ崎警察署調べ

戸　籍　の　窓

おめでた　　　3人

おくやみ　　10人

転　　入　　13人

転　　出　　　20人

人口･世帯
平成19年7月1日現在

人　口　11,048人　(-14)

男　　　5,45了人　(-10)

女　　　5,591人　(-4)

世帯数　　3,414世帯(十3)

ガイド　◆

役　　　　# 884-2111教育委員会�6ｸ師r�ャBﾓ33# 

都　市上下水道G 884-2361事務局生潜習G qg¥総13
整備課建設麟G郡4-2921福祉センタ-創4-3699

つ　つ　み　会　館曾86-3了40保健　セ　ン　タ　-1宙84-4486

地飽括支援センタ-創0-4071肪(讐蓑雷)ち馴4-2212

社会福祉協議会曾84-2830シルパ-人材センタ-曾84-5455

籠ケ崎地区

5日

江戸崎地区
内　科

宮本病院　　　　山本医院

曾029-979-2114　曾66-3348

1 2日:/o32L9:899!J_言y筈f6E2_EooT,

外　科

いがらしクリニック

曾62-0936

西新道外科医院
曾62-0855

19日蕊9(_E)92E_E32 f6ff16!J器f54医院野村医院
曾62-6561

26日課99-:J9売y64名器_名:Jo言ツクいしかわクIJニック
曾62-0378

※休日当番医は変更することがあります｡

診療を受ける際は､必ず電話でこ確認ください｡

県救急医寮情報システム　24時日お医者さんを探すことができます.

救急医廉情報コントロ-ルセンタ-　曾029-4ト41 99

救急医療情報システム
ホ-ムべ-ジ　http.//wwwqqp｢efibara良し｣P/

携帯サイト　http //qq pref.ibarakiJP/kt/

資　源　回　収　日Il　燃えないごみ収集日

A地区14･28　C地区　7･21 A地区　　　　C地区

11

B地区　9･23　D地区　2･16･30　B地区　　　　D地区

蛸

~~~~      i     ~~ ~

燃えるごみ収集日　　　粗大ごみの予約収集日

全地区　毎週月･水･金曜日　　　8月中の予約-9月1日

広●敏かわら
咋成I9仰7/I (1o160)


